
１．　当施設が提供するサービスについての相談窓口

電話　　０４７－３４８－８３５２ （午前９時～午後６時まで）

（電話による受付は年中無休）

担当　　生活相談員　　　

※ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。

２．　まんさくの里 デイサービスセンター　概要

　　（1）　提供できるサービスの種類

　　（2）　同施設の職員体制

(3) 同施設の概要

(4) 営業日及び営業時間

介護保険指定番号 （千葉県1271202390号）

資　　格 常　　勤 非常勤 業務内容 計

まんさくの里デイサービスセンター　重要事項説明書

（令和7年10月１日現在）

         　根本　貴子

事　業　者　名 まんさくの里　デイサービスセンター

所　　在　　地 千葉県松戸市八ヶ崎２－１５－１

管理者 １名 施設管理経営 １名

生活相談員 社会福祉主事等 1名以上 相談業務 1名以上

調理員 委託業務

栄養士 栄養士
１名以上

栄養管理 １名以上
（兼務）

事務職員
１名以上

庶務等 １名以上
（兼務）

看護職員
看護師

１名以上
看護業務 1名以上

機能訓練
理学療法士等 1名以上 リハビリ業務 1名以上

指導員

准看護師
（兼務）

介護職員 2名以上 介護業務 2名以上

浴室（一般浴槽） １室 静　養　室 １室

浴室（特殊浴室） １室 相　談　室 １室

定　　員 ２０名 医　務　室 １室

食堂兼機能訓練室 １室 事　務　室 １室

土・日・年末年始（12/30～1/3） 定　　　　休

月～金 営業時間 9：00～18：00

（祝日・振替休日含む）
サービス

9：30～16：45
提供時間
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３．　サービス内容
ご利用日 ケアマネジャー等(あるいは利用者本人)が作成するサービス利用票に

定める曜日

　　①送迎 原則として家の玄関までの送迎をいたします。

　　②食事 咀嚼・嚥下状態に応じ、粥、キザミ、ミキサー食等で対応します。

　　③入浴 ＡＤＬに応じて一般浴または特浴にて入浴していただきます。

　　④介護 利用者の心身全般を看護・介護職員が総合的にサポートします。

　　⑤機能訓練 看護・介護職員が生活リハビリを行います。

　　⑥生活相談 相談員が随時相談に応じます。

　　⑦レクリエーション 各種季節行事等、様々な活動を実施します。

４．　利用料金

（1）利用料金

　　①介護給付によるサービス

 (ア）基本単位 ◎地域区分１単位の単価：５級地 （円）

（１８）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

　　（限度額管理の対象外）
※前頁の加算は1割の金額です。
※月間の合計単位で補正した金額になりますので、細部で相違が生じる場合があります。

10.45

単位数 自己負担　１割 自己負担　２割 自己負担　３割

要　介　護　１ 658 688 1,376 2,063

要　介　護　２ 777 812 1,624 2,436

要　介　護　５ 1,148 1,200 2,400 3,599

　(イ）加算

要　介　護　３ 900 941 1,881 2,822

要　介　護　４ 1,023 1,069 2,138 3,207

単位数 1割 2割 3割

(1)入浴介助加算（Ⅰ） 40 42 84 126 （２）入浴介助加算（Ⅱ）

単位数 1割 2割 3割

55 58 115 173

（3）中重度ケア
       体制加算

45 47 94 141
(４）生活機能
　　　　向上連携（Ⅰ） 100 105 209 314

(５）生活機能
　　　　向上連携（Ⅱ）

200 209 418 627
(６)個別機能
　　　　訓練(Ⅰ)イ

56 59 117 176

(７)個別機能訓練(Ⅰ)ロ 76 80 159 239 (８)個別機能訓練(Ⅱ) 20 21 42 63

(９)ＡＤＬ維持等
　　　加算(Ⅰ)

30 32 63 94
(1０)ＡＤＬ維持等
　　　　加算(Ⅱ)

60 63 126 189

（１１）認知症加算 60 63 126 189
(１２)若年性認知症
　　　入所者受入

60 63 126 189

(１３)口腔機能
　　　　向上加算（Ⅰ） 150 157 314 471

(１４)口腔機能
　　　　向上加算（Ⅱ） 160 168 335 502

(１５)送迎未実施
　　　減算（片道）

▲ 47 ▲ 50 ▲ 99 ▲ 148
（１６）科学的介護
     推進体制加算 40 42 84 126

(１７)サービス提供体制加算

（Ⅰ） 22 23 46 69 　　(Ⅲ)　 6 7 13 19

(Ⅱ) 18 19 38 57

（ア）及び（イ）（１）～(１7）の総単位数に加算率9.２％を乗じて、その数に地域区分単価を乗じた1割～3割の額
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②介護給付対象外のサービス
　・食費　７８０円　（月３回程行事食を提供します。その際は別途３００円頂きます。）
　・夕食用お弁当　1食４９５円 （ご希望の方のみ、事前のご注文にてご用意致します。）
　・レク材料費（月額）　５００円　　・オムツ代　実費
　・事務手数料　２００円（自動引き落とし、ご希望者のみ）

　　※手続きに時間を要します。初回分は下記の支払い方法でお願いします。

（2）支払い方法

　毎月１５日までに前月分の利用請求書を発行いたします。お支払い方法は指定

　の銀行へ振込むか、または、窓口（事務所）でのお支払いになります。

　領収書につきましては振込みの場合は確認後、窓口支払いの場合は随時

　発行いたします。

５．　サービスの利用方法

（１）サービスの利用申し込み

　 居宅サービス計画の作成を依頼されている場合は、事前に担当介護支援専門員

　 等とご相談ください。居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼され

　 ていない場合は生活相談員までご相談下さい。

（２）　サービスの利用契約の終了

①利用者のご都合でサービス利用契約を終了する場合文書でのお申し出により、

 　いつでも解約できます。

②自動終了

　　①　利用者が介護保険施設に入所した場合

　　②　利用者の要介護認定区分が、

　　　　 非該当（自立）と認定された場合

　　③　利用者が死亡した場合

　　④　利用者が事業者に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく３ヶ月以上

　　　 　遅延し、料金を支払うよう催告したにも関わらず、１０日以内に支払われない

　　   　場合

　　⑤　利用者またはその家族などが事業者やサービス従業者に対して本契約を

　　　　 継続しがたいほどの背信行為を行った場合
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６．　当施設のサービスの特徴

（1）運営方針

利用者の自由と尊厳を大切にし、その居宅において可能な限り自立した生活が営

めるように、サービス提供をとおして利用者の社会的孤立感の解消および心身機能

の維持、ならびに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。また、地

域に開かれた、地域とともに共生する施設を目指します。

（2）サービスの利用にあたっての留意事項

　　　　①送迎時間の連絡 基本的に迎えは９時００分前後、送りは１７時１５分前後となります。

交通状況による若干の変更はご了承ください。

　　　　②体調確認 来所時に看護師等によるバイタルチェックがあります。

　　　　③体調不良等によるサービスの中止、変更

　　　　　 　  　看護師が必要と認めた場合にご家族に連絡の上、サービスを

中止もしくは変更とし、受診をお願いすることがあります。

　　　　④設備、器具の利用 サービス内容に応じて随時ご利用になれます。

７．　緊急時の対応方法

　　　サービス利用中に、病状の急変、その他の緊急事態が生じた時は、速やかに主治医又は

　　　協力医療機関に連絡する等の措置を講じます。

　　　また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとします。

医療法人社団　聖秀会　　聖光ヶ丘病院　　

柏市光ヶ丘団地２－３ ＴＥＬ　０４－７１７１－２０２３

８．　非常災害対策

　　　　　①　災害時の対応 職員により速やかに初期消火・通報・伝達および利用者の

避難誘導を行います。

　　　　　②　防災設備 消防法に基づき非常通報装置、各フロアに消火器・消火栓・

自動火災報知器・非常ベル・誘導灯等を設置しています

　　　　　③　防災訓練 消防署の指導のもと、年２回以上の訓練を実施しています。

また、消防署からの立ち入り検査も受けています。

　　　　　④　防火責任者 防火管理者の資格を持つものがその職務にあたります。

防火管理責任者　：　髙橋　和敬

９．　サービス内容に関する苦情

　　　　　①　当施設ご利用者相談・苦情

　　根本　貴子　 ＴＥＬ　０４7－３４８－８３５２

　　　　　②　その他

当施設以外に、市町村・国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口等でも

受け付けています。

松戸市介護保険課　　　　　 　ＴＥＬ　０４７－３６６－７３７０

国民健康保険団体連合会　　ＴＥＬ　０４３－２５４－７４２８

協力医療機関

生活相談員
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１０． 当法人の概要

名称・法人種別 社会福祉法人　　慶桜会

代表者役職・氏名 理事長 細野　惠子

本社所住所・電話番号 松戸市八ヶ崎２－１５－１　ＴＥＬ　０４７－３４８－８３５２

定款の目的に定めた事業 １　特別養護老人ホーム

２　短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）

３　通所介護

４　居宅介護支援事業所（介護予防支援）

５　その他これに付随する業務

通所介護の利用開始にあたり、利用者に契約書および本書面に基づいて

重要な事項を説明しました。

　

印

印

　私は、契約書および本書面により、事業者から通所介護の利用開始にあたり

重要事項の説明を受けました。

印

印

事　　業　　者

〈説明者氏名〉 生活相談員　　　根本　貴子

令和　　　　年　　　　月　　　　日

〈利用者氏名〉

〈代理人氏名〉

〈事業者名〉 社会福祉法人　　慶　桜　会

まんさくの里　デイサービスセンター

〈住　　　所〉 千葉県松戸市八ヶ崎二丁目１5番１

〈代表者名〉   理 事 長　 　　細野　惠子
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